
佐藤ヶ平林道外調査設計業務 

 

東北森林管理局下北森林管理署が発注する佐藤ヶ平林道外調査設計業務については、単体

企業による一般競争入札により行うので、入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「確認資料」とい

う。）を提出して下さい。 

  

平成２３年 ４月１２日 

分任支出負担行為担当官 

下北森林管理署長  飯田 裕一 

  

１ 業務の概要 

 

（１）業務名 佐藤ヶ平林道外調査設計業務 

（２）業務箇所 青森県むつ市大畑町字葉色山国有林１１５９林班外地内（位置図等参照）

（PDF：2,633KB） 

（３）業務内容 林道改良工事の調査設計業務 Ｌ＝１，２００ｍ 

（４）履行期限 契約締結の翌日から平成２３年９月３０日まで 

  

２ 競争参加資格要件等 

 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０

条及び７１条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）平成２３・２４年度の東北森林管理局競争参加有資格者名簿に建設コンサルタント

業務の「森林土木」に登録されている者であって、等級「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」に格付け

されている者。 

なお、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、森林管理局長が別に定める手続に基づく

一般競争参加資格の再確認を受けていること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立がなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなさ

れている者（（２）の再確認を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）東北森林管理局管内に本店、支店又は営業所があり、対象営業区域を青森県として



登録している者。 

（５）過去１５年間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 

同種業務：林道関係事業における工事の調査設計業務 

（６）次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 

① 技術士法（昭和３２年法律第１２４号）第１４条に規定する技術士の登録（森林土木

部門の登録に限る。）を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。 

・ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学（同法 69 条の２に規定する大学（以

下「短期大学」という）を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第 388 号）による大学にお

いて、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職

務に従事した期間が 18 年以上ある者 

・ 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）

による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業

後森林土木部門の職務に従事した期間が 23 年以上ある者 

・ 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令（昭和 18 年勅令 第３６号）による

中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知

識及び技術を有している者であって、卒業（上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した

場合を含む。）後森林土木部門の職務に従事した期間が 27 年以上ある者 

・ (社)日本森林技術協会が行う林業技士の登録（森林土木部門の登録に限る。）を受けた

者又はこれと同等の能力を有する者であって、森林土木部門の職務に従事した期間が８年

以上ある者 

② 過去１５年間に、上記（５）に掲げる業務の経験を有する者であること。 

（７）確認申請書及び確認資料の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長

から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和５９年６月１１日付け５９

林野経第１５６号林野庁長官通達）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（８）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

   （入札説明書参照） 

（９）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成２０年３月３１日付

け１９東経第１７８号局長通知）に基づき、警察当局から当局長（署長、支署長含む）に

対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産

省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

  

３ 入札手続等 

 

（１）入札契約担当部局 

     〒０３５－００４１ 青森県むつ市金曲一丁目４－６ 

     下北森林管理署 総務課 経理係 



     電話：０５０－３１６０－５８８５ 

（２）入札説明書の交付期間及び交付場所 

① 交付期間 

     平成２３年 ４月１３日（水）から平成２３年 ４月２６日（火）の間の土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時００分から午後４時００分まで。（ただし、正午

から午後１時までを除く。）。 

② 交付場所 

     〒０３５－００４１ 青森県むつ市金曲一丁目４－６ 

     下北森林管理署 業務第二課 土木係 

     電話：０５０－３１６０－５８８５ 

（３）確認申請書及び確認資料の提出期間及び方法 

① 提出期間 

    上記（２）①と同じ期間内に提出する。 

          なお、郵送の場合は提出期限まで必着とする。 

② 提出方法及び提出場所 

          確認申請書及び確認資料については、持参又は、郵送によることとする。ただ

し、郵送の場合は、電話により提出した旨を通知すること。 

       上記（２）②と同じ場所に提出する。 

（４）確認申請書及び確認資料の内容 

① 確認申請書は別紙様式１により提出すること。 

② 確認資料は次により提出すること。 

        ア 業務実績（別紙様式２） 

            過去１５年間に、林道関係事業における工事の調査設計業務の元請としての

実績（契約書の写しを添付すること。） 

        イ 配置予定の技術者の状況（別紙様式３） 

            配置予定の技術者の資格、経歴、同種の業務の経歴等（複数の候補者でも可） 

        ウ 支店・営業所については、東北森林管理局管内にあることを確認できる資料

を添付すること。 

③ 林野庁退職者の雇用状況について林野庁退職者の雇用状況調査票に記載すること。 

（５）入札及び開札の日時、場所及び提出方法 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出

は認めない。 

① 電子入札システムによる入札の締切は、平成２３年５月１９日（木曜日）午前１１時

００分 

② 紙入札方式により持参する場合の締切は、平成２３年５月１９日（木曜日）午前１１



時００分に下北森林管理署入札場にて入札。 

③ 開札は、平成２３年５月１９日（木曜日）午前１１時００分に下北森林管理署入札場

にて行う。 

④ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争

参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参する

こと。 

  

 ４ その他 

 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金 

    免除。 

（３）契約保証金 

        契約保証金については、請負代金の１０分の１以上を納付する。 

    ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社を

いう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証

証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の

納付を免除する。 

（４）入札の無効 

    本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記

載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（５）落札者の決定 

        落札者の決定は予決令第７９条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

    ただし、予定価格が一千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札

価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、

発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち最低の価格をも

って入札した者を落札者とする 

（６）契約書作成の要否 

    要。 

（７）本契約に関し、請負者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、

発注者の請求に基づき、請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指



定する期間内に支払わなければならない。 

① 請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

第３条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業団体が同法第８条第１号の規

定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、同法第７条の２第１項の規定

に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

② 請負者の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確

定したとき。 

請負者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パ－セントの割合で計算した

額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（８）詳細は入札説明書による。 

 



平成 23 年度

下北森林管理署内
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佐藤ヶ平林道外調査設計業務位置図　　　延長＝1,1００ｍ



　

佐藤ヶ平林道外調査設計業務位置図　　　延長＝1,100ｍ



　

佐藤ヶ平林道外調査設計業務位置図　　　延長＝50ｍ
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